
 

 

 

長崎市総合評価一般競争入札落札者決定基準 

 

１ 趣旨 

この基準は、総合評価一般競争入札の実施に当たり、当該入札に係る申込みをした者のうち、 

価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを決定するための基準（以下「落札者決定基

準」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

２ 評価値 

落札者決定基準における評価値は、次の計算式により算定するものとする。 

評価値 ＝ 技術評価点 ＋ 価格点 

３ 技術評価の形式 

技術評価の形式は、配置予定技術者の能力及び企業の施工能力のみを評価する施工能力評価

型（施工能力型）及び施工能力型の評価項目に加えて技術提案を評価する技術提案評価型（技

術提案型）とし、工事の規模、難易度、特殊性などを考慮して選定する。 

４ 技術評価点 

技術評価点は、別記を参考として対象工事ごとに定める技術評価基準に基づき、評価項目ご

とに評価した点数を合計したものとする。ただし、特定建設工事共同企業体（ＪＶ）の場合、

技術提案以外の部分の評価は、各構成員の技術評価点に出資比率を乗じて出た数値を合計する

ものとする。 

５ 基準価格 

基準価格は価格点の最高点となる価格とし、予定価格×基準価格率により算定する。この場

合において、基準価格率は、制限付一般競争入札で設定する最低制限価格率をこれに置き換え

るものとする。 

６ 低入札価格 

低入札価格は、価格点が０点となる価格とし、予定価格×低入札価格率により算定する。こ

の場合において、低入札価格率は、０．８５を標準とする。 

７ 価格点 

価格点は、次の計算式を参考として対象工事ごとに定める計算式により決定するものとする。 

  【価格点計算式（標準例）】 

⑴ 基準価格以上の場合 Ｙ＝（１－Ｘ／Ａ）×Ｋ 

⑵ 基準価格未満の場合 Ｙ＝（Ｘ／Ａ－ｃ）／（ｂ－ｃ）×（１－ｂ）×Ｋ 

Ｙ：価格点  

Ｘ：入札価格 

Ａ：予定価格 

ｂ：基準価格率 ＝0.89～0.91（ランダムに決定） 

ｃ：低入札価格率＝0.85 

ｋ：最大価格点 ＝30 

Ｋ：価格点係数 ＝ｋ／（1－ｂ） 

 

   附 則 

 この基準は、平成３１年４月１日から適用する。 




